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　村では、ひきこもり状態にある方などを社会参加に向けた支援を行います。
●「ひきこもり」とは
　様々な要因の結果として社会的参加（就学、就労、家
庭外での交遊など）を回避し、原則６カ月以上おおむね
家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形で
の外出がある場合も含む）を指す現象の概念です。
●ひきこもり支援の必要性
　ひきこもり状態が続くと、孤立感が高まり精神的苦痛
などにより、生きる意欲が低下したり、経済面でも貧困
となり生活困窮や将来不安が生じたりする可能性があり
ます。
　それらの問題を改善することにより、心のエネルギー、
対話、居場所が回復して自分らしく幸せに生きられるこ
とや、経済問題を改善傾向につなげることなどのため、
ひきこもりの支援が必要です。
●高山村のひきこもり支援の相談などについて
　⑴相談窓口
　　高山村役場保健みらい課（保健福祉センター内）
　　☎0279－63－1311　FAX　0279－63－1310
　　メール　hoken-takayama@vill.takayama.gunma.jp

　⑵相談したい場合
　相談窓口に、電話・FAX・メールなどでご相談
ください。
　自分自身のこと、ご家族のこと、地域の方のこと、
ひきこもり支援に関する行政への要望など
　あわせて、氏名・年齢・住所・日中連絡がとれ
る電話番号もお知らせください。

●高山村以外の相談窓口（群馬県内在住の方）
　⑴群馬県ひきこもり支援センター
　　（ひきこもり相談専用ダイヤル）
　　☎027－287－1121　
　・月～金曜日の９時～17時（祝日及び年末年始を除く）
　⑵群馬県社会福祉協議会 
　　☎027－212－0011
　・月～金曜日の８時30分～17時15分
　　（祝日及び年末年始を除く）
　　メール　g-soudan@g-shakyo.or.jp
※当事者サロン、家族サロン、ひきこもり女子会、傾聴

セラピーなどを開設

高山村のひきこもり支援について

　８月は、児童扶養手当の「現況届」、特別児童扶養
手当の「所得状況届」を提出する月です。この手続きで、
児童扶養手当は今年11月から来年10月まで、特別児
童扶養手当は今年８月から来年７月までの支給額が決
定されます。対象者には７月末に通知を発送しました。
　また、児童扶養手当受給者で受給資格が発生してか
ら５年または７年経過している人は、「児童扶養手当一
部支給停止適用除外届」の提出も必要です。対象者に
は、現況届の通知と一緒に書類を送付しました。
※所得制限で手当の支給が停止されている人も、「現況
届」などの提出が必要です。

【児童扶養手当】
●受給対象者
　 　ひとり親家庭または親が重度の障害を持った家庭

などで、18歳以下の児童を養育している方に支給
されます。ただし、婚姻届を出していなくても事実
上婚姻関係と同様の事情にある方など、支給対象と
ならない場合もあります。
●手当月額（令和４年４月～）
　 　受給者や同居の親族の所得額に応じて、全部支給、

一部支給、支給停止となります。
　児童が１人の場合
　　全部支給…43,070円
　　一部支給…43,060円～10,160円

※ 所得に応じて異なり該当児童が２人以上の場合は
加算があります。

●手当の支払い
　 　年６回奇数月（１月・３月・５月・７月・９月・

11月）に前月までの分を支給します。
【特別児童扶養手当】
●受給対象者
　 　心身に障害のある20歳未満の児童を監護してい

る父母、または父母に代わり児童を養育している人
に支給されます。ただし、児童が障害を事由とする
年金を受け取ることができるなど、支給対象となら
ない場合もあります。

●手当月額（令和４年４月～）
　１級･･･52,400円
　２級･･･34,900円
●手当の支払い
　 　年３回、４月・８月・11月に支給します。
※ 受給対象者や同居の親族の所得額に応じて、手当が

支給されなくなります。
☆ 児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給してい

ない方で受給対象者に「該当するかもしれない」と
思う方は、相談してください。

※ 担当課が住民課から保健みらい課に変更になり
ました。

《お問い合わせ先》　保健みらい課福祉係　☎0279－63－1311

児童扶養手当・特別児童扶養手当の手続きのお知らせ
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《お問い合わせ先》　高山村役場地域振興課　☎0279－26－7944（直通）

「たかやま未来センター さとのわ」が、９月17日（土）にオープンすることになりました。
つきましては、『村民限定の日』をもうけましたので、ぜひ遊びにいらしてください。

●その他のプレオープン日
日にち：	９月６日（火）～８日（木）、10日（土）、11日（日）、

13日（火）、14日（水）
時　間：午前10時～午後３時
●木箱づくり
日にち：９月10日（土）
参加費：無料（村民の方）
内　容：	さとのわ内で本棚や整理箱などに使われる木箱

をつくるワークショップです。
場　所：さとのわ内『ラウンジ』

オープン前に村民の皆様をご招待する
『さとのわ	村民限定の日』について

日時：令和４年９月３日（土）、４日（日）　午前11時～午後５時
●自分だけの木のジェラートスプーンづくり
日にち：９月３日（土）
参加費：無料（お持ち帰りできます）
内　容：自分だけの木のジェラートスプーン
　　　　をつくるワークショップです。
場　所：さとのわ内『ラウンジ』

たかやま未来センターさとのわ 「村民限定の日」のお知らせ

ご厚意に心から感謝を申し上げます
　「上州高山ふるさと寄附(ふるさと納税)」を通じて、心温まるご寄附をいただきましたのでご紹介いたします。

　頂戴しましたご寄附は、趣旨に沿いまして大切に活用させていただきますとともに、心から感謝を申し上げます。

●西田　恭子　様（群馬県前橋市）
	 ご寄附額	 5,000円
●高木　　直　様（東京都西東京市）
	 ご寄附額	 5,000円
●熊谷　雅子　様（栃木県鹿沼市）
	 ご寄附額	 5,000円
●尾高　雅美　様（北海道札幌市）
	 ご寄附額	 5,000円
●岩佐　幸恵　様（千葉県船橋市）
	 ご寄附額	 5,000円
●高山　重樹　様（埼玉県本庄市）
	 ご寄附額	 10,000円
●程田　章江　様（千葉県柏市）
	 ご寄附額	 10,000円
●青木　公彦　様（群馬県高崎市）
	 ご寄附額	 10,000円
●金子　泰之　様（宮崎県宮崎市）
	 ご寄附額	 5,000円
●小淵　香奈　様（東京都世田谷区）
	 ご寄附額	 50,000円

●梶　　佳祐　様（千葉県千葉市）
	 ご寄附額	 10,000円
●渡邊　和美　様（福島県会津若松市）
	 ご寄附額	 5,000円
●山﨑　幸雄　様（千葉県松戸市）
	 ご寄附額	 5,000円
●杉山　昌宏　様（埼玉県富士見市）
	 ご寄附額	 20,000円
●今井　恒正　様（東京都中野区）
	 ご寄附額	 5,000円
●石井　孝司　様（神奈川県横浜市）
	 ご寄附額	 5,000円
●今清水　隆　様（兵庫県神戸市）
	 ご寄附額	 10,000円
●梶村　隆之　様（京都府宇治市）
	 ご寄附額	 20,000円
●中田　祐樹　様（福井県越前市）
	 ご寄附額	 5,000円
●竹田　篤志　様（埼玉県川口市）
	 ご寄附額	 5,000円

◎	村民限定特典	◎
・ 高山の旬の食材を使った
　ピザ１ピース無料提供
・ さとのわカフェで使える
　村民ポイントカードの配布

さとのわグランドオープンは【令和４年９月17
日（土）】です。詳細は次号9月号でお知らせします。
皆様のお越しを心よりお待ちしています。
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　村では、「小型家電リサイクル法」の認定事業者である｢リネットジャパンリサイクル㈱｣と協定を締結し、
家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を８月１日より始めました。利用方法は以下のとおり
です。

【回収手順】

●データはご自身で消去してください。（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。）　
●他の小型家電、プリンターなどの周辺機器も一緒に回収可能です。
●パソコンを含むダンボール１箱分(３辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内)の回収料金が無料になりま

す。
●インターネットが使用できない方は、下記のお問い合わせ専用窓口へご相談ください。

　＜詳しくは＞
　リネットジャパンリサイクル㈱のHP https://www.renet.jp（「リネットジャパン」検索）を確認、
　もしくは、お問い合わせ専用窓口　☎0570－085－800（10時～17時）にお問い合わせください。

　高山村社会福祉協議会では、日常的な買い物に困難を抱えている方、または地域交流を兼ねながら参加してみ
たい方を対象に買い物支援事業を計画いたしました。ぜひご利用くださいますよう、お知らせいたします。

記

●期日・方面　(第４回)　令和４年 ８月５日(金)　吾妻方面
　　　　　　　(第５回)　令和４年 ９月５日(月)　沼田方面
　　　　　　　(第６回)　令和４年10月５日(水)　吾妻方面
●買い物時間　午後２時～３時頃まで
●送　　　迎　送迎につきましては、ご自宅付近を予定しております。
　　　　　　　詳細は、ご参加される方に改めてご連絡いたします。
●参加対象者　①日常の買い物で不自由をしている方
　　　　　　　②一人で車の乗降ができる方
　　　　　　　③地域福祉事業に参加してみたい方
●申 し 込 み　高山村社会福祉協議会（☎0279－63－2075）までご連絡をお願いいたします
●そ　の　他　①参加希望者が多い場合には、事務局にて調整させていただく場合がございます。
　　　　　　　②乗車の際に、検温の実施・マスクの着用が必要となります。
　　　　　　　③状況により、延期や中止となる場合がございますが、ご了承ください。
　　　　　　　④エコバッグをお持ちの方はご持参ください。

家庭で不要になったパソコンを無料回収します

令和４年度　買い物支援事業のご案内

リネットジャパンへ申し込み
https://www.renet.jp

申し込み１

パソコン等を
ダンボールに詰める

詰める２

宅配業者が希望日時に
自宅から回収

回収３

この事業は、赤い羽根共同募金の助成を受けて実施する予定です。
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　農地に雑草が生い茂ると、様々な問題が発生します。
　雑草が伸びてからの草刈りはとても大変ですので、農地などを所有・管理する人は、定期的な草刈りをして、
近隣住民の安全と生活環境を損ねないためにも、責任をもって適正管理にご協力をお願いします。
●農地所有（管理）者のみなさまへ
　農地は、普段から定期的に管理を行わないと次のような問題発生につながる恐れがあります。
　　・病害虫の発生原因
　　・イノシシやシカなど有害鳥獣の潜入
　　・産業廃棄物等の不法投棄
　　・景観の悪化
　　・隣接地との問題発生
●農地を自分で管理できない場合
　高齢や所有者が遠方にいる場合などの理由で、自身で農地を管理（草刈り等）できない場合は、シルバー人材セ
ンター（高山村社会福祉協議会内　※有料）などの事業者を利用する方法もあります。

　請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金を受け
る権利がなくなりますので、お早めにご請求くだ
さい。
●支給対象となる方
　令和２年４月１日（基準日）において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受ける方（戦没者等の妻
や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族お一人に支給します。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族

等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことな

どの要件を満たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。

４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親
族（甥、姪など）

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
関係があった方に限ります。

●支給内容
国債名称　第11回特別弔慰金国庫債券　い号
額面　25万円（５年償還）

農地を適正に管理しましょう

戦没者等のご遺族の皆様へ

《お問い合わせ先》　高山村役場農林課　☎0279－26－7951（直通）

　県からの紹介により、令和５年度に東京大学地域経済
フィールドワーク実習を高山村で受け入れることになり
ました。このフィールドワーク実習は、東京大学 農学部 
農業・資源経済学専攻の選択必修科目で、戦前からおこ
なわれている農村調査実習の伝統授業で、学生が①関心
に基づいてテーマを設定し、②調査票を作成し、③実際
に現地での聞き取りをおこない、④得られたデータを分
析して、⑤報告書にまとめるという一連の現地調査を学
ぶ実習となります。
　調査日程については、学生が夏休み中の来年７月～９月
頃（農繁期を避けた日程）３泊４日で、農家宅に伺い、調査
をおこないます。新型コロナ感染状況により、可能であれ
ばそのうちの１泊は調査対象農家宅に宿泊させていただき
たいそうです。（１農家につき学生２人程度）
　調査人数・宿泊等については、10～15名の学生を想定
しています。
　調査には、引率教員３名と大学院生のティーチングアシ
スタント４名が同行し、村内での宿泊（コテージ）を考えて
おります。
　調査方法・協力農家の方については、調査の内諾が得ら
れたら学生２人で１組となって、農家宅を訪問し、聞き取
り調査をおこないます。
　高山村としても全面的に協力をしていきたいと考えてお
りますので、村民皆さまのご理解ご協力をお願いします。
　また、改めて詳細が決まりましたら村民皆さまに周知を
させていただきます。問い合わせについては、農林課まで
ご連絡ください。

令和５年度 東京大学地域経済
フィールドワーク実習の受け入れについて

《お問い合わせ》　高山村役場農林課　☎0279－63－2111
《請求窓口》　高山村役場住民課
　　　　　　☎0279－63－2111（内線60）

第11回特別弔慰金の請求期限が近づいていま
す。
令和５年３月31日までに、ご請求ください。
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《お問い合わせ先》
事務局：ぐんま結婚支援連携協議会吾妻部会
　　　　☎0279－96－1257（嬬恋村役場未来創造課）
　　　　Eメール：agatsuma.marriage@gmail.com

吾妻郡５町村合同婚活イベント
嬬恋婚～恋も器も十人十色～

８月の

※	診療時間は午前９時から午後５時までです。できるだけ時間内に受診してください。
※急患のための当番医制度ですので、緊急患者以外の受診はご遠慮願います。
※在宅待機のため、原則として往診は致しません。　　　※専門外の疾患の場合は対応しかねることもあります。

日　 科 内　　　科 外　　　科 休日夜間当番病院

８月 ７日（日） くりはら医院 原町赤十字病院 原町赤十字病院
東吾妻町0279（68）0355 東吾妻町0279（68）2711 東吾妻町0279（68）2711

８月11日（木・祝） 東吾妻町診療所 西吾妻福祉病院 西吾妻福祉病院
東吾妻町0279（59）3010 長野原町0279（83）7111 長野原町0279（83）7111

８月14日（日） 田島病院 吾妻さくら病院 吾妻さくら病院
中之条町0279（75）3350 中之条町0279（75）3011 中之条町0279（75）3011

８月21日（日） 四万診療所 原町赤十字病院 原町赤十字病院
中之条町0279（64）2136 東吾妻町0279（68）2711 東吾妻町0279（68）2711

８月28日（日） しまだ医院 吾妻さくら病院 吾妻さくら病院
中之条町0279（76）3435 中之条町0279（75）3011 中之条町0279（75）3011

　毎年大好評の吾妻郡合同の婚活イベントは今年で４回目。今年は嬬恋村鎌原を会場に､陶芸を通じてリラック
スしながら気軽に交流できる婚活イベントを企画しました｡１対１のトークで気になる相手を見つけつつ､もの
づくりを話のきっかけにグループトークで交流を深められるので､婚活初心者にもオススメです。陶芸未経験者
も大歓迎！愛妻家の聖地嬬恋村で素敵な出会いを見つけてみませんか？

※ご提供いただいた個人情報は、本イベントのみに使用し適正に取り扱います。
※詳細は、今月の回覧(チラシ)、チラシが必要な方は役場にありますので、そちらをご覧ください。

●開催日時　2022年９月19日（月・祝）　午前11時～午後５時
●定　　員　男性10名まで　女性10名まで
●集合場所　嬬恋村地域交流センター（嬬恋村鎌原494－45）
●参　加　費　男性１人4,000円　女性１人2,000円（交通費個人負担）
【婚活イベントに参加される高山村民の方へおしらせ】
　高山村では、婚活イベントに参加される方（男性・女性ともに）でご希望の場合、
高山村社会福祉協議会より参加費が半額助成されます。
※ 詳細は高山村社会福祉協議会（☎0279－63－2075）までお問い合わせください。
●応募資格
・28歳～39歳程度の方　　・結婚･出会いに前向きな方
・男性は吾妻郡内在住（定員に空きがあれば県内も可）、女性は住所不問
・オンラインセミナーに参加またはセミナー動画を視聴できる方
●応募方法
　８月28日（日）までに､下記のWEBフォームより必要事項を記入の上、お申し込みくだ
さい。期間内であっても受付を終了する場合があります。
　https://forms.gle/T4JaGWuHTSGXgoVA6　　QRコード→
●主催・協力
　主催：ぐんま結婚支援連携協議会吾妻部会（中之条町･長野原町･嬬恋村･高山村･東吾妻町）
　協力：プリオホールディングス㈱ 縁活事業部


